
高山市告示第１５３号

高山市新火葬場火葬炉整備工事について、公募型プロポーザル方式に係る手続開始にあたり、参

加希望者の募集を行うので、別紙のとおり告示する。

令和７年１２月１５日

高山市長 田 中 明



公募型プロポーザル参加資格審査申請書及び技術提案書等の受付について

下記の工事について、公募型プロポーザル方式により受託事業者の選定を行います。

つきましては、下記の要領でプロポーザル参加資格審査申請書及び技術提案書等の受付をします。

１ 工事概要

⑴ 件名

高山市新火葬場火葬炉整備工事（０９市建第１号）

⑵ 工事場所

高山市西洞町１３１番地ほか 高山市営火葬場周辺

⑶ 工事内容

「高山市新火葬場火葬炉整備工事要求水準書」参照

⑷ 新火葬場整備スケジュール（予定）

「高山市新火葬場火葬炉整備工事公募型プロポーザル実施要領」参照

⑸ 提案上限額

「高山市新火葬場火葬炉整備工事公募型プロポーザル実施要領」参照

２ 参加要件

「高山市新火葬場火葬炉整備工事公募型プロポーザル実施要領」参照

３ 公募型プロポーザル参加者を選定するための基準

高山市競争入札参加資格者審査要綱第１０条の規定を準用する。また、「高山市新火葬場火葬炉

整備工事公募型プロポーザル審査要領」に基づき選定する。

４ 担当部署

〒５０６－８５５５ 高山市花岡町２丁目１８番地

高山市市民福祉部火葬場建設推進課

電話番号０５７７－５７－７７５５

５ 参加資格審査申請書類の交付方法等

⑴ 交付期間

告示の日から令和８年１月１６日 午後５時１５分まで

⑵ 交付方法

高山市ホームページ上に掲載した参加資格審査申請書類をダウンロードすることにより交付



する。

⑶ その他

高山市ホームページによる交付が受けられない場合には、次により交付する。

ア 交付期間

告示の日から令和８年１月１６日 午後５時１５分まで

※受付は、土日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日）を除く午前８時３０分か

ら午後５時１５分までの間とする。

イ 交付場所

上記４に同じ

６ 参加資格審査申請の方法等

参加希望者は、以下に定める参加資格審査申請書類を提出し、参加資格の審査を受けなければ

ならない。

なお、参加資格審査申請書類は、持参又は郵送による提出とする。

⑴ 参加資格審査申請書類

公募型プロポーザル参加資格審査申請書（様式第２号）

⑵ 提出期間及び提出場所

ア 提出期間

告示の日から令和８年１月１６日 午後５時１５分まで（※必着）

※受付は、土日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日）を除く午前８時３０分か

ら午後５時１５分までの間とする。

イ 提出場所

上記４に同じ

⑶ 公募型プロポーザル参加資格の確認及び結果の通知

参加資格審査申請書類により参加資格審査を行い、結果は様式第４号により、令和８年１月

２３日までに通知する。

⑷ 非選定の通知を受けた者は令和８年１月３０日までに、様式第５号により非選定理由につい

て説明を求めることができる。回答は請求を受けた日から３日以内（土日を除く）に行う。

７ 実施要領および要求水準書の交付等

⑴ 交付期間

告示の日から令和８年３月４日 午後５時１５分まで

⑵ 交付方法

高山市ホームページ上に掲載した実施要領、要求水準書をダウンロードすることにより交付



する。

⑶ その他

高山市ホームページによる交付が受けられない場合は、次により交付する。

ア 交付期間

告示の日から令和８年３月４日 午後５時１５分まで

※受付は、土日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日）を除く午前８時３０分か

ら午後５時１５分までの間とする。

イ 交付場所

上記４に同じ

８ 技術提案書等の受付等

参加を希望する者は、技術提案書等を作成し事前に提出しなければならない。なお、技術提案

書等については持参又は郵送による提出とする。

⑴ 技術提案書等の内容等

「高山市新火葬場火葬炉整備工事公募型プロポーザル実施要領」による。

⑵ その他

ア 提出期間

告示の日から令和８年３月４日 午後５時１５分まで

※受付は、土日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日）を除く午前８時３０分か

ら午後５時１５分までの間とする。

イ 提出場所

上記４に同じ

９ 審査方法

「高山市新火葬場火葬炉整備工事公募型プロポーザル審査要領」による。

10 その他

この告示に記載していない事項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、同法施行

令（昭和２２年政令第１６号）及び高山市契約規則（昭和３９年高山市規則第２４号）、「高山市

新火葬場火葬炉整備工事公募型プロポーザル実施要領」の定めるところによる。


